
議案第６６号 

湖北環境衛生組合を組織する地方公共団体の数の減少及び湖北環

境衛生組合規約の変更について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令

和３年３月３１日をもって湖北環境衛生組合から土浦市が脱退し、湖北環境衛

生組合規約（昭和４３年地指令第１７６号）の一部を変更することについて、

同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

令和２年１１月３０日提出 

かすみがうら市長  坪 井 透  

湖北環境衛生組合規約の一部を変更する規約 

 湖北環境衛生組合規約（昭和４３年地指令第１７６号）の一部を次のように

変更する。 

 第２条中「かすみがうら市 土浦市 小美玉市」を「かすみがうら市 小美

玉市」に改める。 

 第３条第２項中「，土浦市に係るものについては，旧新治村の区域（平成１

８年２月１９日現在の新治村の区域をいう。）を対象とし」を削る。 

 第５条第１項中「１６名」を「１４名」に、「かすみがうら市 ４名 土浦市 

２名 小美玉市 ３名」を「かすみがうら市 ４名 小美玉市 ３名」に改め

る。 

附則
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 この規約は、令和３年４月１日から施行する。 
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